
規
　
　
則

か
が
わ
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
障
害
福
祉
課
）

一

告
　
　
示

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（

〃
　
　
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
　
路
　
課
）

二

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

三

公
安
委
員
会
規
則

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
本
部
告
示

道
路
交
通
法
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

警
察
本
部
公
告

○
落
札
者
等
の
公
示

四

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
の
公
表
（
三
件
）

か
が
わ
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
三
七
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 76 号

平成 18 年

9 月26日（火曜日）

一

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
七
十
五
号

か
が
わ
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

か
が
わ
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
香
川
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
七
十
七
人
」
を
「
四
十
五
人
」
に
、
「
五
十
人
」
を
「
三
十
五
人
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
四
十
床
」
を
「
五
十
床
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
鶴
羽
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
香
川
県
告
示
第
六
百
一
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ
き
義

務
は
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
三
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
十
日
ま
で
直
島
漁
業
協
同

組
合
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

香
川
郡
直
島
町
八
九
〇
番
地
四
九

有
限
会
社
　
達
磨
水
産

規

則

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
三
七
五
号
）

二

香
川
郡
直
島
町
四
七
八
二
番
地
七
　
　
　
岡
田
水
産
　
有
限
会
社

香
川
郡
直
島
町
二
〇
八
〇
番
地
一
　
　
　
有
限
会
社
　
姫
鶴
水
産

二
　
加
入
区
の
名
称

直
島
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

直
島
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
六
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月

十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
長
尾
丸
亀
線
（
四
十
六
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
六
　
　
　
　
　
　
　
道
路
改
修
工

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
事
に
伴
う
現

八
・
六
　
　
　
　
　
　
　
道
拡
幅

八
・
六

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
四
〇

一
五
・
八

●
香
川
県
告
示
第
六
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
月

十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
百
七
十
七
号

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
一
〇
八
番
四

地
先
か
ら

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
八
九
番
四
地

先
ま
で

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
八
九
番
四
地

先
か
ら

前

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
八
九
番
四
地

先
ま
で

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
一
〇
八
番
四

地
先
か
ら

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
一
〇
四
番
一

地
先
ま
で

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
八
九
番
四
地

先
か
ら

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
八
九
番
四
地

先
ま
で

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
一
〇
八
番
四

地
先
か
ら

東
か
が
わ
市
多
和
字
兼
割
一
〇
四
番
一

地
先
ま
で

丸
亀
市
垂
水
町
字
中
村
九
三
二
番
三
地

先
か
ら

丸
亀
市
垂
水
町
字
中
村
九
三
二
番
一
地

先
ま
で

道
路
用
地
の

交
換
に
伴
う

旧
道
の
不
用

物
件
化

一
二
・
〇

〜
　
　
　
　
　
四
四
〇

八
八
・
〇

後

五
・
〇

〜
　
　
　
　
　
二
七
〇

三
九
・
三

一
二
・
〇

〜
　
　
　
　
　
四
四
〇

八
八
・
〇

五
・
〇

〜
　
　
　
　
　
二
七
〇

三
九
・
三

三
・
五

〜
　
　
　
　
　
五
六
五

四
一
・
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
三
七
五
号
）

三

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
九
月
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　

坂
出
市
川
津
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
峠
地
区

坂
出
市
林
田
土
地
改
良
区
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
西
梶
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
水
門
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
立
石
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
東
梶
北
地

区

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
九
号

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
の
た
め
」
を
「
（
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
業
務
を
含
む
。
）
を
居
宅
（
介
護
保
険

法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
施
設
に
お
け
る
居
室
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
た
め
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
（
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
（
同
項
に
規
定
す
る
居
室
を
除
く
。
ニ
に

お
い
て
「
居
宅
」
と
い
う
。
）
」
を
「
を
居
宅
」
に
、
「
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
」
を
「
行
う
」

に
改
め
、
同
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
を
居
宅
に
お
い
て
行
う
た
め
に
使
用
す
る
車
両
（
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

訪
問
介
護
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訪
問
入
浴
介
護
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
、

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
居
宅

療
養
管
理
指
導
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
若
し
く
は
同
条
第
十
七
項

に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
同
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪

問
介
護
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護

予
防
訪
問
看
護
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
同

条
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
業
務
に
使
用
し
な
い
車
両
を
除
く
。
）

第
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
を
削
り
、
同
号
ホ
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
居

宅
介
護
の
」
を
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
居
宅
に
お
い
て
行
う
」
に
、
「
車
両
」
を
「
車
両
（
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重
度
訪
問
介
護
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

る
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
の
業
務
に
使
用
し
な
い
車
両
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ニ
と

す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
十
五
号

道
路
交
通
法
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

公
安
委
員
会
規
則

警
察
本
部
告
示

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
三
七
五
号
）

四

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
山
　
　
田
　
　
尚
　
　
義

道
路
交
通
法
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

道
路
交
通
法
実
施
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
条
第
三
号
中
「
知
事
の
指
定
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
若
し
く
は
」

を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、

「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
同

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
障
害

者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
を
加
え
、
「
市
町
長
か
ら
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
に
係
る
業
務
の
」
を
「
老
人
福
祉

法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
公
告
十
七
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

香
川
県
警
察
本
部
長
　
　
山
　
　
田
　
　
尚
　
　
義

一
　
借
入
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
警
察
指
紋
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
契
約
の
相
手
方
の
決
定
方
法
　
一
般
競
争
入
札

三
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
八
年
九
月
八
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所
　
Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社
四
国
支
店
　
高
松
市
中
野
町
二
九
番
二
号

五
　
落
札
金
額
　
三
〇
三
、
四
一
五
、
三
〇
八
円

六
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
八
日

七
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
九
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
警
察
本
部

刑
事
部
鑑
識
課
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
三
―
〇
一
一
〇

警
察
本
部
公
告

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
4項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
18年

9
月
26日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
石
　
川
　
　
　
豊

同
　
　
　
　
　
辻
　
村
　
　
　
修

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
　
野
　
田
　
峻
　
司

1
監
査
対
象
部
局
　
　
　
政
策
部
及
び
出
納
局

2
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
17年
度

3
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

4
月
20日

東
京
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

6
月
9
日

交
通
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

6
月
13日

自
治
振
興
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

6
月
14日

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

情
報
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

広
聴
広
報
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

6
月
15日

県
民
参
画
課
（
県
民
室
）

〃

人
権
・
同
和
政
策
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

政
策
課
（
予
算
調
整
室
）

平
成
18年

7
月
18日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
三
七
五
号
）

五

出
納
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
25日

小
豆
総
合
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
29日

4
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

不
動
産
取
得
税
の
課
税
に
つ
い
て

不
動
産
取
得
税
の
課
税
に
当
た
り
、
減
免
の
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
課
税
を
保
留
し
て
い
た
事

案
に
つ
い
て
、
減
免
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
判
明
し
た
後
も
課
税
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た

の
で
、
速
や
か
に
課
税
す
る
必
要
が
あ
る
。（
小
豆
総
合
事
務
所
）

検
討
指
示
事
項

ア
　
未
利
用
地
の
処
理
に
つ
い
て

未
利
用
地
は
、
取
得
や
維
持
管
理
に
は
多
大
な
費
用
を
要
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
、

県
土
地
開
発
公
社
の
所
有
し
て
い
る
も
の
を
含
め
、
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
利
用
計
画
が
見

込
め
な
い
も
の
等
は
、
地
価
動
向
な
ど
を
見
極
め
な
が
ら
、
適
正
価
格
に
よ
る
売
却
を
進
め
ら
れ

た
い
。（
政
策
課
）

イ
　
補
助
事
業
等
の
履
行
確
認
に
つ
い
て

補
助
事
業
等
の
執
行
に
当
た
り
、
実
地
検
査
等
に
よ
り
交
付
条
件
等
の
履
行
を
確
認
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
確
認
が
不
十
分
な
も
の
が
一
部
見
受
け
ら
れ
た
の
で
、
検
査
や
指
導
監

督
な
ど
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
人
権
・
同
和
政
策
課
）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２４
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
18年
9月
26日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
石
　
川
　
　
　
豊

同
　
　
　
　
　
辻
　
村
　
　
　
修

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
　
野
　
田
　
峻
　
司
　
　
　
　
　
　
　
　

1
監
査
対
象
部
局
　
　
農
政
水
産
部

2
監
査
対
象
年
度
　
　
平
成
17年
度

3
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

水
産
試
験
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

4
月
20日

赤
潮
研
究
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

東
讃
土
地
改
良
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

4
月
26日

西
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

畜
産
試
験
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
業
経
営
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

5
月
16日

畜
産
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

水
産
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

5
月
17日

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

土
地
改
良
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

5
月
30日

農
業
生
産
流
通
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
村
整
備
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
業
試
験
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

6
月
16日

西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

農
政
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

7
月
14日

東
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
9
日

中
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

中
讃
土
地
改
良
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

西
讃
土
地
改
良
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
17日

農
業
大
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

9
月
5
日

東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

4
監
査
の
結
果



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

（
第
九
三
七
五
号
）

六

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
超
過
勤
務
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て

①
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
誤
っ
て
支
給
し
て
い
る
た
め
、
支
給
し
た
相
当
額
を
返

納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
（
農
業
生
産
流
通
課
）

②
　
超
過
勤
務
手
当
及
び
休
日
給
の
支
給
に
当
た
り
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
追
給
す
る
必
要
が

あ
る
。
（
水
産
課
・
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
、
東
讃
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

検
討
指
示
事
項

ア
　
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
努
力
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
引

き
続
き
そ
の
解
消
に
向
け
た
計
画
的
・
重
点
的
な
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
（
土
地
改
良
課
）

イ
　
土
地
改
良
事
業
等
に
係
る
市
町
負
担
金
に
つ
い
て

土
地
改
良
事
業
等
に
係
る
市
町
負
担
金
に
お
い
て
、
収
入
調
定
の
あ
り
方
な
ど
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
（
土
地
改
良
課
、
農
村
整
備
課
）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２５
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
4
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、

同
条
第
9
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
18年

9
月
26日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
石
　
川
　
　
　
豊

同
　
　
　
　
　
辻
　
村
　
　
　
修

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
　
野
　
田
　
峻
　
司

1
監
査
対
象
部
局
　
　
　
土
木
部

2
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
17年
度

3
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
監
査
年
月
日

長
尾
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
9
日

中
讃
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
17日

西
讃
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

高
松
港
管
理
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

高
松
土
木
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
22日

河
川
砂
防
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18年

8
月
23日

港
湾
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

都
市
計
画
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

道
路
課
（
道
路
建
設
課
・
道
路
保
全
課
）
平
成
18年

8
月
24日

下
水
道
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

建
築
課
（
建
築
指
導
室
）

平
成
18年

8
月
30日

住
宅
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

土
木
監
理
課
（
用
地
対
策
室
）

平
成
18年

8
月
31日

技
術
企
画
課
（
工
事
検
査
室
）

〃

4
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ

の
都
度
、
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
。

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
。

指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

指
導
注
意
事
項

ア
　
超
過
勤
務
手
当
等
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
及
び
休
日
給
の
支
給
に
当
た
り
、
正
当
額
と
の
差
額
分
を
追
給
す
る
必
要
が
あ

る
。
（
長
尾
土
木
事
務
所
）

検
討
指
示
事
項
　

ア
　
登
記
事
務
処
理
の
推
進
に
つ
い
て
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七

用
地
の
未
登
記
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
な
取
組
に
よ
り
一
定
の
改
善
成
果
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
引
き
続
き
計
画
的
・
重
点
的
な
登
記
事
務
処
理
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
（
土

木
監
理
課
）

イ
　
廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
の
管
理
及
び
処
分
に
つ
い
て

廃
道
敷
及
び
廃
川
敷
が
相
当
数
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態
を
的
確
に
把
握
し
、
適

切
な
管
理
及
び
処
分
の
推
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
（
道
路
課
、
河
川
砂
防
課
）

ウ
　
県
施
行
建
設
事
業
に
係
る
市
町
負
担
金
に
つ
い
て

県
施
行
建
設
事
業
に
係
る
市
町
負
担
金
に
つ
い
て
、
納
付
期
限
を
過
ぎ
て
納
付
さ
れ
て
い
た
も

の
が
あ
っ
た
の
で
、
関
係
市
町
と
協
議
を
行
い
、
県
事
業
の
円
滑
な
遂
行
び
適
正
な
債
権
管
理
に

努
め
る
必
要
が
あ
る
。
（
道
路
課
、
河
川
砂
防
課
、
港
湾
課
、
都
市
計
画
課
、
下
水
道
課
）
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香
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県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


